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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年４月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年１１月１０日 ０２時３０分ごろ 

発生場所 関門港小倉区 

 小倉日
ひ

明
あがり

第２防波堤灯台から真方位３４７°３００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５４.８２′ 東経１３０°５２.６７′） 

事故調査の経過  平成２６年１１月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 光
こう

新
しん

丸、４.４トン 

   ＦＯ３－３１５９４（漁船登録番号）、個人所有 

   １０.６２ｍ（Lr）×２.８５ｍ×０.９０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２３５kＷ、昭和６３年７月２３日 

   第２９０－３３５４８号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 第六若
わか

潮
しお

丸、３.２トン 

   ＦＯ３－３２３４４（漁船登録番号）、個人所有 

   ８.９６ｍ（Lr）×２.５０ｍ×０.８９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、８０.９１kＷ、平成６年７月２０日 

   第２９０－４４１８２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４５歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１０年２月１２日 

    免許証交付日 平成２５年１月２３日 

           （平成３０年２月１１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１６年８月２７日 

    免許証交付日 平成２６年３月３日 

           （平成３１年８月２９日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 軽傷 １人（船長Ａ） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾外板に擦過傷、ローラ及びローラ台が曲損 

Ｂ 左舷船首外板に破口 
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 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、北九州市小倉北区の北九州市中

央卸売市場（以下「中央卸売市場」という。）北方沖において、主機

のクラッチを中立にし、船首を南東方に向け、前日に仕掛けておいた

刺し網を右舷船首にあるローラを使って甲板上に巻き揚げていた。 

 船長Ａは、網を全て甲板上に巻き揚げた後、網の下部に付けている

おもし
．．．

のコンクリートブロックを右舷中央付近に運んでいたところ、

平成２６年１１月１０日０２時３０分ごろ、衝撃を受けておもし
．．．

を海

中に落とし、甲板上に倒れた。  

Ａ船は、漂泊状態で、その右舷船尾とＢ船の左舷船首が衝突した。 

Ａ船は、おもし
．．．

を甲板に引き上げ、中央卸売市場の岸壁に着岸し

た。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか２人が乗り組み、船長Ｂが操船して約１４ノッ

トの対地速力で、漁獲した魚を積んで中央卸売市場に向け、南東進し

ていた。 

 船長Ｂは、レーダーを０.７５海里（Ｍ）レンジで作動していた

が、慣れた海域であったのでレーダー画面を見ずに目視のみで見張り

を行っていた。 

 船長Ｂは、中央卸売市場が近づいていたので、前方の見張りを短時

間行っては、進入コースの目標となる小倉日明第２防波堤灯台に注意

を向けていたところ、約４～５ｍ前方に漂泊中のＡ船を初めて認め、

慌てて右舵を取ったが、Ｂ船とＡ船が衝突した。 

 船長Ｂは、本事故後、Ｂ船の左舷船首に破口があったので、前進す

ると危険だと思い、後進により中央卸売市場の岸壁に着岸し、海上保

安庁に事故のあったことを連絡した。 

 海上保安庁の事情聴取を受けた後、Ａ船は漁を続け、Ｂ船は北九州

市若松区の船溜
だ

まりに帰った。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項 Ａ船は、航海灯（白灯及び両色灯）並びに１００Ｗの作業灯（右舷

船首ローラ付近及び左舷中央付近）を点灯していた。 

船長Ａは、つまずかないよう足元の網を気にしていた。 

船長Ａは、衝突した衝撃で倒れた際、首、背中、腰を打ち、頚椎
けいつい

及

び腰椎捻挫、背部挫傷と診断された。 

本事故時、Ｂ船の乗組員１人が船首甲板にいたが、下を向いて作業

をしており、もう１人の乗組員は操舵室後ろに座っていたので、いず

れもＡ船に気付いていなかった。 

Ｂ船は、航海灯（マスト灯、舷灯、船尾灯）を点灯していた。 

Ｂ船は、操舵室からの見通しが良く、船首方に死角は生じていなか

った。 
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船長Ｂは、中央卸売市場の沖で刺し網漁が行われていることを知っ

ていたが、本事故後、前方の見張りを短時間行っては、小倉日明第２

防波堤灯台に注意を向けていたことから、Ａ船の航海灯及び作業灯を

約１.８Ｍ前方の陸地（国道１９９号線及び人家がある。）の照明と見

間違えてＡ船に気付かなかったのではないかと思った。 

 船長Ａは、救命胴衣を着用していた。 

 船長Ｂ及び船首にいた乗組員は、救命胴衣を着用していなかったが

操舵室後ろに座っていた乗組員は着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、中央卸売市場北方沖で漂泊して操業中、船長Ａが、つまず

かないよう足元の網に意識を向け、見張りを適切に行っていなかった

ことから、接近するＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

Ｂ船は、中央卸売市場北方沖を南東進中、船長Ｂが、小倉日明第２

防波堤灯台に注意を向け、見張りを適切に行っていなかったことか

ら、漂泊中のＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、中央卸売市場北方沖において、Ａ船が漂泊して操

業中、Ｂ船が南東進中、船長Ａが、つまずかないよう足元の網に意識

を向け、見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが、小倉日明第

２防波堤灯台に注意を向け、見張りを適切に行っていなかったため、

両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。  

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・見張りは、目視だけに頼らず、レーダーを使用して進路の状況確

認を行うこと。 

 ・操業中の漁船の乗組員は、周囲の見張りを適切に行うこと。 



 

 

 

                         付図１ 事故発生経過概略図 
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